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B

議
案
第
１
８
号

財
産
を
無
償
で
貸
し
付
け
る
こ
と
（（
元
）
皆
生
温
泉
公
園
）
に
つ
い
て
の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
財
産
を
無
償
で
貸
し
付
け
る
こ
と
に
つ
い
て
の
議
決
（
平
成
31
年
３
月
８
日
議
決
）
の
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年

法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
９
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
次
の
表
の
変
更
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
変
更
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
変
更
す
る
。

変
　
　
　
　
　
　
　
更
　
　
　
　
　
　
　
後

変
　
　
　
　
　
　
　
更
　
　
　
　
　
　
　
前

１
　
財
産
の
内
容

種
類

所
　
　
在
　
　
地

数
　
　
　
量

土
地

米
子
市
皆
生
温
泉
三
丁
目
13
79
番

の
う
ち
一
部
ほ
か
６
筆

15
,3
63
.7
5
平
方
メ
ー
ト
ル

１
　
財
産
の
内
容

種
類

所
　
　
在
　
　
地

数
　
　
　
量

土
地

米
子
市
皆
生
温
泉
三
丁
目
13
79
番

の
う
ち
一
部
ほ
か
７
筆

17
,0
34
.2
9
平
方
メ
ー
ト
ル
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議
案
第
１
９
号

財
産
を
無
償
で
貸
し
付
け
る
こ
と
（
鳥
取
砂
丘
こ
ど
も
の
国
キ
ャ
ン
プ
場
用
地
及
び
施
設
）
に
つ
い
て

の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
財
産
を
無
償
で
貸
し
付
け
る
こ
と
に
つ
い
て
の
議
決
（
令
和
４
年
６
月
21
日
議
決
）
の
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年

法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
９
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
次
の
表
の
変
更
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
変
更
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
変
更
す
る
。

変
　
　
　
　
　
　
　
更
　
　
　
　
　
　
　
後

変
　
　
　
　
　
　
　
更
　
　
　
　
　
　
　
前

２
　
相
手
方

　
　
鳥
取
市
千
代
水
二
丁
目
13
0番
地

　
　
株
式
会
社
ヤ
マ
タ
鳥
取
砂
丘
ス
テ
イ
シ
ョ
ン

２
　
相
手
方

　
　
鳥
取
市
千
代
水
二
丁
目
88
番
地

　
　
株
式
会
社
鳥
取
砂
丘
ム
ー
ン
パ
ー
ク
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３
　
貸
付
期
間

　
　
令
和
４
年
９
月
１
日
か
ら
令
和
14
年
８
月
31
日
ま
で

４
　
理

由

　
　
鳥
取
砂
丘
の
貴
重
な
自
然
・
景
観
を
保
全
し
、
そ
れ
を
活
用
し
た
鳥
取

砂
丘
全
体
の
観
光
振
興
、活
性
化
を
目
的
と
し
た
「
鳥
取
砂
丘
の
観
光
振
興
、

活
性
化
及
び
保
全
に
お
け
る
鳥
取
県
と
鳥
取
市
と
の
連
携
協
約
」
に
よ
り
、

鳥
取
砂
丘
西
側
エ
リ
ア
に
県
及
び
鳥
取
市
が
所
有
す
る
３
施
設
（
鳥
取
砂
丘

こ
ど
も
の
国
キ
ャ
ン
プ
場
、鳥
取
市
サ
イ
ク
リ
ン
グ
タ
ー
ミ
ナ
ル
砂
丘
の
家
、

柳
茶
屋
キ
ャ
ン
プ
場
）
を
一
体
的
に
活
用
し
た
キ
ャ
ン
プ
場
運
営
事
業
を
行

う
た
め
、
同
事
業
を
行
う
株
式
会
社
鳥
取
砂
丘
ム
ー
ン
パ
ー
ク
に
対
し
て
、

土
地
及
び
施
設
を
無
償
で
貸
し
付
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

３
　
貸
付
期
間

　
　
令
和
５
年
８
月
１
日
か
ら
令
和
15
年
７
月
31
日
ま
で

４
　
理

由

　
　
鳥
取
砂
丘
の
貴
重
な
自
然
・
景
観
を
保
全
し
、
そ
れ
を
活
用
し
た
鳥
取

砂
丘
全
体
の
観
光
振
興
、活
性
化
を
目
的
と
し
た
「
鳥
取
砂
丘
の
観
光
振
興
、

活
性
化
及
び
保
全
に
お
け
る
鳥
取
県
と
鳥
取
市
と
の
連
携
協
約
」
に
よ
り
、

鳥
取
砂
丘
西
側
エ
リ
ア
に
県
及
び
鳥
取
市
が
所
有
す
る
３
施
設
（
鳥
取
砂
丘

こ
ど
も
の
国
キ
ャ
ン
プ
場
、
旧
鳥
取
市
サ
イ
ク
リ
ン
グ
タ
ー
ミ
ナ
ル
砂
丘
の

家
、
旧
柳
茶
屋
キ
ャ
ン
プ
場
）
を
一
体
的
に
活
用
し
た
キ
ャ
ン
プ
場
運
営
事

業
を
行
う
た
め
、
同
事
業
を
行
う
株
式
会
社
ヤ
マ
タ
鳥
取
砂
丘
ス
テ
イ
シ
ョ

ン
に
対
し
て
、
土
地
及
び
施
設
を
無
償
で
貸
し
付
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。


